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９月定例教育委員会会議録 

 

１ 開催日時 令和４年９月 21 日（水）15 時 00分～16 時 40 分 

２ 開催場所 武雄市役所 ４階会議室 

 

３ 出席者名 教 育 長：松尾教育長 

       教育委員：大庭教育長職務代理者、馬場委員、牟田委員、田中委員、山口委員、

岡本委員、井手委員、大渡委員、野田委員 

       事 務 局：秋月こども教育部長、諸岡こども教育部理事、木村教育総務課長、

古田こども未来課長、徳永こども未来課参事、小川学校教育課長、

武村学校教育課参事、井手新たな学校づくり推進室長、德永新た

な学校づくり教育監、野口生涯学習課長、山北文化課長、井手文

化会館準備室長、溝上図書館・歴史資料館長、草津教育総務課長

代理 

４ 傍聴者数      なし 

５ 報道関係者     なし 

６ 議事録署名人の指名 【大渡委員を指名】 

７ 前回会議録の承認  令和４年８月定例教育委員会会議録 

８ (1)教育長の報告 

１  はじめに 

  ・いよいよ西九州新幹線開業 

   ９/23 開業記念式典・出発式及び祝賀行事 

   ９/23～11/６ 西九州新幹線開業記念特別企画展「新風颯走 かもめ翔ぶ」 

   ９/23～25 開業イベント（駅前広場） 

   ９/24～25 武雄の物産まつり（市役所周辺） 

  ・修学旅行、運動会・体育大会始まる 

２  現行の「学校における新型コロナウイルス感染症対応」（Ｒ４．８．25 現在） 

３  地方公務員法改正に係る教職員の定年引上げについて（県議会に上程中） 

４  その他 

  ・市町村教育委員会研究協議会（第２ブロック 京都府以西） 

   10/31 長崎ブリックホール 12：00 受付 13：00開会 行政説明、基調講演等～

17：00 

   11/１ 出島メッセ長崎 ９：00 受付 ９：30～事例発表、研究協議 ～11：25 

  ・第２回こども教育会議（10/26 13：30～「文化のまちづくりにおける子どもたちの

役割」） 
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  ・新たな文化施設エリアを考える市民ワークショップ（３回終了、あと 10/16、 

11/19） 

  ・武雄公民館を考える市民ワークショップ（１回目台風接近で延期、10/16、11/20） 

  ・10/12 如蘭塾 80 周年記念式典 10/16御船が丘小 30 周年 10/30 武雄北中 50 周年 

  ・中学校部活動の地域移行に関する記事、デジタル教科書急拡大の記事について 

  ・９/16 令和５年度教員採用選考二次試験合格発表（最終倍率）→小学校教諭の秋選考

へ 

  (2)こども教育部長の報告 

９ 議 事【公開】 

  (1) 提出議案 

   第 13号議案 武雄市保育所等給食費支援事業費補助金交付要綱 

  (2) 報告事項 

   ①史跡おつぼ山神籠石保存整備検討委員会委員の委嘱について 

   ②図書館の選書について 

   ③各課等からの行事報告 

10 議 事【非公開】 

  (1) 提出議案 

  第 14 号議案 令和４年度武雄市教育委員会表彰の被表彰者の決定について 

  (2) 協議事項 

   ①地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づく意見の聴取 

    （令和４年９月補正予算・追加） 

  (3) 報告事項 

   ①寄附採納について 

11 次回開催日程について 

  【令和４年 10 月 19日（水）15 時～武雄市役所４階会議室】 

12 閉会 
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午後３時 開会 

 

○教育長職務代理者 

 皆さんこんにちは。A委員が少し遅れるようですが、時間が来ましたので、会を始めていき

たいと思います。 

 先ほどからちょっと話題にも上がっていたように、ヒガンバナも咲き始めて、秋めいて朝晩

は少し肌寒いかなという感じになりますが、今日、ラジオを聞きよったら、また近々残暑厳し

い日が続くそうで、お互いに健康管理、体調管理に努めていきたいと思います。 

 それでは、９月の定例教育委員会を始めます。よろしくお願いいたします。 

 今日の議事録署名人につきましては、８月の田中委員から、今月は大渡委員になっています。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが、教育長より非公開の議決についてお願いいたします。 

○教育長 

 では、いつものとおりレジュメを見ていただきまして、半分から下のところに６番、【非公

開】議事ということで、提出議案、協議事項、そして報告事項ということでそれぞれ１件ずつ

上げております。いずれも今の時点で公にできないものという理由により、非公開にいたした

いと思っております。 

 非公開にすることに賛成の委員さん方は挙手をお願いします〔賛成者挙手〕。 

 ありがとうございました。そしたら、その３つの事項については非公開で進めていきたいと

思っています。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 ３番目として、前回会議録の承認ということで、事前にも送っていただいておりましたが、

委員さんあたりから修正、訂正、御質問、また執行部のほうから何か加えたいことがありまし

たら、挙手の上、お願いいたします。B委員さん。 

○B委員 

 一文字です。すみません。４ページの３行目の教育長さんのところですけど、「昨日から

降っている雨は、明日ぐいまで」と書いてあるから、「ら」が抜けているかなと思います。す

みません、細かいことで。 

 以上です。 

○教育長職務代理 

 「ぐらい」ですね。ありがとうございます。 

 ほかにございませんか〔「なし」と声あり〕。 

 ないようですので、会議録の承認、よろしいでしょうか〔「異議なし」と声あり〕。 
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 ありがとうございます。 

 ４番に行きます。 

 まず、教育長さんの報告ということで、別紙のほうで御説明をお願いいたします。 

○教育長 

 では、いつものとおり別紙のプリントで説明したいと思います。 

 まず最初に、台風 14 号ですけれども、本当に予報では２年前の台風と同じように大きな被

害がということで警戒しましたけれども、思ったよりも東にそれて、東九州のほうはちょっと

大変でしたけれども、こちらは大きな被害もなかったんですが、１つ残念だったのは、武内と

若木が４年ぶりに地域と小学校の合同運動会ということで予定されていたんですけれども、い

ずれも台風のために地域の大人だけは中止になりました。そして武内は連休明けに学校単独で

されました。若木は今度は学校だけで 10 月に実施されます。そういうことで、久々に地域の

運動会と小学校の合同でしたが、この後は橘で 10 月に予定されていますけど、ぜひ雨が降ら

ないようにと願っているところです。 

 武内の校長先生と話をしていたら、４年間町民運動会と学校との合同運動会があっていない

んですが、それを知っている職員が１人しかいないと。この４年間で職員がすっかり入れ替

わって、そういう状況になってきました。 

 プリントに従いますけれども、いよいよ西九州新幹線があしたあさって開業という時期に

なってきました。委員さんの中にも試乗会に乗られたという方もいらっしゃるようですけれど

も、23 日に記念式典、出発式、あるいは祝賀行事ということで朝早くから予定されておりま

す。あるいは「新風颯走 かもめ翔ぶ」というタイトルの下、企画展が開かれるということで、

あした内覧会です。 

 そして、開業に伴って開業イベントが駅前広場であるし、市役所周辺では物産まつりという

ことで、物産まつりが市役所周辺ですので、車を入れられないということで、ちょっと市民の

方にも御不便をおかけしますけれども、25 日まではいろんなイベントが予定されています。 

 学校では、修学旅行、運動会、先ほど言いました体育大会が予定どおり始まっております。

運動会ですが、先ほど橘小学校は 10 月２日と言いましたけど、その１週間前、今度の日曜日

は東川登小学校と西川登小学校、これは学校単独で行われるということで予定されています。 

 コロナもゼロではありませんけれども、コロナと共に学校を動かしているという状況です。 

 コロナ対応のことでいろんな規制が解除されておりますが、別紙の横長資料「学校における

新型コロナウイルス感染症対応について」ですが、待機期間とか、いろんなものが期間が短く

なったりしましたので、県が最新に合わせて学校の対応ということで決めたものです。今まで

は、学校のところの一番上に初期対応として一旦閉鎖というのをしていました。一旦閉鎖して

調べて、関係なかったとなったら学校を再開するということをしていたんですが、それが一旦

閉鎖が不要になりました。 

 ３番目ですけれども、地方公務員法の一部改正によります職員の定年制の引上げということ
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で、これは今の県議会に上げられて、県議会は県職員と教職員と警察職員の３つの定年制を上

げるということで、あしたが県議会閉会ですので、あしたで正式に固まると思います。もうい

ろいろマスコミにも出ておりますけれども、２年ごとに 65 歳までずっと引き上げていくとい

うことで、今年の定年退職者までが 60 歳です。 

 役職定年制ということで、校長、教頭、副校長、いわゆる管理職ですけれども、管理職は、

60 歳を超えたら原則として管理職ではなくなって、主幹教諭とか指導教諭というのが学校に

いますが、そのランクに職が替わっていきます。 

 ただ、管理職が足らなくなるということもありますので、特例で管理職をするという方もも

しかして出てくるかもしれません。都会では 60 歳を超えた管理職はおります。 

 そして給料は退職時の７割ということで、これはどの公務員でも大体７割ということで言わ

れています。 

 一応取扱い注意の未定稿となっておりますが、これは議会で承認を受けていないと、決定し

ていない段階ですので未定稿ですが、ほぼこれで動いてくるんじゃないかと思っています。学

校も未定稿という段階で職員には説明をしてもらっているところです。そういったことで、今

年の退職者までは普通ですが、来年の退職者から定年が延期されるということになります。 

 その他に移ります。その他の１番目は、これは連絡が来ていますかね。市町村教育委員会研

究協議会ということで、全国を２つに分けますので、第２ブロックは京都以西ということにな

りますが、長崎のほうで開かれます。10 月 31 日に受付があって、11 月１日の午前中までとい

うことで、ちょっと予算上、全員分はありませんけれども、よろしくお願いをしたいと思って

います。 

 第２回目のこども会議が 10 月 26 日午後１時半ということで予定されています。今度は文化

関係のまちづくりと子どもたちの役割というのが正式な決定じゃありませんけれども、今の時

点ではこういうテーマでと考えられているようです。 

 前回も紹介しましたけれども、新たな文化施設エリアを考える市民ワークショップというの

が今まで３回終わっています。５回の予定で、残り２回ということになります。 

 武雄公民館を考える市民ワークショップ、これは 18 日が台風接近でできなくなって延期と

いうことで、日程あたりは検討したいと思っています。 

 委員さん方にも案内があっているかどうかですが、10 月 12 日、如蘭塾の 80 周年記念。そ

して御船が丘小学校の 30 周年が 10 月 16 日、そして 10 月の末が武雄北中の 50 周年というこ

とで式典が３つ予定されているところです。 

 中学校部活動の地域移行に関する記事ということで、両面印刷で新聞記事が資料にあります

でしょうかね。佐賀新聞の論説にも最近載りました。それと、裏の面は朝日新聞の地域移行と

いうことで、参考になる記事がありましたので、時間のあるときに読んでいただきたいと思い

ます。 

 一応９月の補正、この後、出るかと思いますが、検討委員会の設置が認められましたので、
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今年度中に検討委員会を立ち上げて、検討を進めていきたいと思っています。 

 それと、記事は用意しておりませんけれども、先週の金曜日か木曜日ぐらいの１面トップに

「デジタル教科書 多久、武雄、基山、玄海 100％」という記事が大きく載っていました。デ

ジタル教科書の配置率というのは、前もいろいろ述べましたが、この 100％という意味がよく

分からなくて問合せをしました。どういう状態が 100％なのかということで、何となく私たち

一般から見ると、100％というと全ての教科、全ての子どもたちに全部デジタル教科書がある

というのが、国語も算数も理科も英語も全部ある、そして１年生から中学３年生まであるとい

うのが何となく 100％という受け取りもするんですが、あれは、いずれの学年かにいずれの教

科が１教科でも入っておれば 100％ということです。武雄市は小学１年生から中学３年生まで、

２教科か３教科、学校によっては入れています。今後デジタル教科書についてはいろいろ記事

が出ると思いますが、何をもって 100％かというのはちょっと疑問でしたので、そういうこと

で思っていてください。 

 教員採用試験の合格発表が９月 16 日にあっております。一応この後、今年から始まる秋選

考ということで、11 月に小学校の先生だけはもう一回試験があるということになっておりま

すが、気になるのが最終倍率です。この最終倍率は、１次試験を７月に受けた人に対して、２

次試験の合格者数で倍率が決まりますが、小学校が 1.3 倍、中学校が 1.9 倍ぐらいになるよう

です。なかなか先生方の希望が増えないところでございます。 

 以上でございます。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。教育長さんのほうから内容豊富な御説明等もいただきました。 

 教育委員さんたちのほうから何かお尋ねしたい内容等ございましたら、挙手の上、御発言く

ださい。C委員さん。 

○C委員 

 教育長のほうから伝統行事のことを言われたんですけれども、９月 23 日に例年行われてい

た俗に言う浮立なんですけど、浮立が今年何か所か行われていたら、ちょっと私も情報が入ら

なかったので、何か所かあるのかなということです。 

 あとこども会議なんですけど、定例会が 19 日と言ってきたんですが、こども会議だけ別に

あるということでよかったんでしょうか。 

○教育長 

 一応そういうことで、先ほど言いませんでしたけれども、定例会だけ 19 日で、２回集まっ

てもらうことになります。 

○C委員 

 分かりました。 

○教育長職務代理者 

 こども会議のことはいいとして、伝統行事の件、分かりますか。 
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○文化課長 

 ちょっと調べてから。 

○教育長職務代理者 

 じゃ、後でお知らせするということで。 

 ほかの委員さんから何か御質問等ございませんか。D委員さん。 

○D委員 

 今学校のコロナ対応ですけれども、先ほど横長のＡ４の紙でよく分からなかったんですが、

以前、家族とかきょうだい児が発熱をした場合は、コロナでないというのが分かるまでは自宅

待機をお願いしますというのがあったと思うんですが、現時点ではどのようになっているのか

を教えてください。 

○教育長職務代理者 

 課長さん。 

○学校教育課長 

 要待機者は５日間、２日目、３日目に抗原検査を受けて、認定されたキットを使って陰性

だったらオーケーということで、その代わり、４日目、５日目まできちっと体調のほうを見て

くださいとなっているようです。 

○D委員 

 いや、そうじゃなくて。例えば、コロナかどうか分からなくても発熱をする人が家族にいる。

例えばきょうだいとかがですね。以前はきょうだいが発熱した場合は、本人が発熱しなくても

休んでくださいと。この子が陽性か陰性か分かるまで休んでくださいという通達があったんで

すが、現時点ではそれはどうなっているかということです。 

○学校教育課長 

 同じです。 

○D委員 

 変わらないということですね。 

○学校教育課長 

 はい。 

○教育長 

 今からそのパターンが出てくるですよね。急に冷え込んだら、風邪で熱が出たとかですね。 

○D委員 

 今別の感染症が非常にはやっていまして、ちょっと名前は忘れました。今日も四、五人ぐら

いうちの園児でいたんですけど、それで、ちょっと名前は忘れました。発熱するんですけど、

それがちょっと今増えてきているので、ちょっと大変かなと思いまして。 

○教育長 

 発熱ぐらいですか。 
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○D委員 

 発熱ですね。それは何年か前にもはやったんですけど、ちょっと度忘れしました。ヒト何と

か、何か日本語みたいな英語みたいな、ちょっと忘れました。 

○D委員 

 小学生に出ているかどうか分からないですが、園ではそれが結構今何人か出ていまして。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。発熱対応ということで確認できたかと思います。 

 ほかに教育委員さんよろしいですか。C委員さん。 

○C委員 

 今の回答でなんですけど、二、三日目に抗原キット、医療用のということですね。研究用

じゃない、医療用の抗原キットを使って陰性が確認されればというのは、家族が購入をして、

それを必ずするということが今義務づけられているということでよかったですか。 

○学校教育課長 

 義務づけられているんじゃなくて、可能ということで、必ずではないです。その代わり、

キットも認証されたものでないと駄目ということになっていてですね。 

○C委員 

 やっぱり 1,500円から 2,000 円ぐらいするので、それをちゅうちょして買えないとかなると

…… 

○学校教育課長 

 ５日間。 

○C委員 

 ５日間。その５日間たったら、無症状だったら戻っていいと。 

○学校教育課長 

 はい。 

○D委員 

 研究用というのがありますよね、めっちゃ安いのが。それは駄目ということ。 

○C委員 

 薬局で買ったら 2,000 円近くします。 

○教育長職務代理者 

 今のテーマはよろしいでしょうか。補足等ございませんか〔「なし」と声あり〕。 

 じゃ、ほかに御質問。D委員さん。 

○D委員 

 この前も部活動の地域移行について研修を塩田のほうでさせてもらって、長与町の事例を聞

いて非常に参考になったんですが、武雄市として検討委員会を立ち上げるということだったん

ですけれども、ぜひ長与町のお話をもっと詳しく聞く必要があるのではないかと。先ほど教育
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長から渡された新聞の記事をちょっと読みましたけど、やはり地域の民間の力といいますか、

いわゆるＮＰＯとか、そういった団体がないと全部が行政負担になってしまうというところも

あり、かといって、その負担をどういうふうに考えるかというところと、それを継続的に考え

ていかなくてはいけないというのを、果たして行政がずっとできるかというと非常に厳しいと

ころがあるのではないかというのを考えれば、やはり何かしらの形、民間が関与する形という

のが必要じゃないかなと。 

 そういったのを考えたときに、この前の長与町の事例は非常に参考になったので、今後でき

れば長与町なり、先ほど載っていた別の市町なりの事例を参考にしながら、教育委員会として

まずある程度のたたき台をつくって、それを検討委員会のほうで検討してもらうというのはい

かがでしょうか。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 長与町は私も非常に参考になりまして、来てもらうか、我々が行ったほうがいいのか、その

辺を検討しながら、ここでたたいて意見あたりを持っていかんといかんかなと。 

 ただ、いきなりあそこまでできるのかなと。やっぱり段階を追わないと、ちょっと簡単には

いかないなということで、県内では白石も動き出していますので、基山、白石辺り、多久はも

う一つ上を行っていますのであれですけれども、いずれ本当にどこでもしなくてはならない問

題でありますので、本当に遅れないようにしていかなくてはならないと思っています。この教

育委員会をうまくして、その後に検討委員会とか、そういうことでうまく組み合わせていきた

いと思っています。 

○D委員 

 やはり行政のほうの関わる、この前も学校教育課と教育総務課の２人が来られていたという

ことでしたし、その方々が中心となって民間とのやりとりをすると。そういった中で、行政か

らの持ち出しをどれぐらいの割合にするかとか、民間のほうでどういった運営を考えていくか

といったところをうまく組み合わせて、まだそれでもやはり課題が非常に多いということだっ

たので、最終的に地方で考えればそういう形になるのかなと思いますので、ぜひよろしくお願

いします。 

○教育長職務代理者 

 お互いに情報を共有できるように、この前の我々自主的な勉強会に、学校教育課の音頭で日

本スポーツ庁の会議にも参加させていただきましたが、お互いに教育委員さんたちに情報が

入ったときには、今のようなプリントなり情報を流していただければありがたいかなと思いま

す。私のほうも近いうちに筑波大学でされた情報が入ったときにはお渡しします。 

 ほかにございませんか〔「なし」と声あり〕。 

 じゃ、先に進みます。 

 今日はこども教育部長さんからの御報告もございますので、部長さんよろしくお願いします。 
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○こども教育部長 

 それでは私のほうから、９月の定例議会が今も開会中でございますけれども、今予算案の可

決も済みましたので、その辺を含めまして、一般質問の内容等を御紹介させていただきたいと

思っております。 

 まず、会期ですけれども、今回は令和３年度の決算の認定まで行うという形でなっておりま

すので、会期が９月１日から 10 月３日の 33 日間という長期に設定されております。その中で、

一般質問は９月８日から 12 日ということで、８、９と 12 日の３日間開催をされております。 

 それから、議案については、予算議案として、令和４年度の一般会計補正予算（第５回）が、

先ほど教育長のほうからも報告があっておりました地域部活動の推進事業、これについては検

討委員会を設置する、その関連の予算を計上しております。 

 それから、図書購入事業というのが、これは寄附採納を行っておりますので、その分で購入

する北方小学校、北方中学校、北方公民館への図書整備事業の歳出予算を組んでおります。 

 それと、決算認定議案については、こども教育部としましては、令和３年度の一般会計の決

算認定で、これは今後審議をされるということになります。 

 それから、一般質問については、先ほどの３日間で 10 名の議員さんがいらっしゃいました

けど、そのうち７人の議員の方がこども教育部関係で質問をされております。 

 一般質問の主な項目としては 10 項目ございまして、まず１項めが周辺部対策、これは若木

町にございます眉山キャンプ場、この分についての通年開催、これは、これまでも議会でも意

見が出ておりましたけど、ここについての考え方なり、ぜひ活用策を推進してほしいという形

で出ております。これについては市長の答弁もございましたけれども、魅力の活性化について

前向きに検討していくということで、あくまでも今は教育キャンプ場としての位置づけであり

ますけれども、それを含めて検討していくという答弁になっております。 

 それから、２項めが武雄市の魅力発信ということで、特に伝統行事、この活性化をどうする

のかということで御質問があっております。 

 現在、武雄市のほうでは保存会への補助事業、それから、国、県、それから、民間の補助事

業の紹介など予算的なものを行っておりますけれども、そのほか、道具の修理などの相談対応

や情報交換などもしております。今のコロナ禍の状況の中で、保存事業といいますか、継承が

非常に厳しい状態になっていますが、その辺りの工夫をしながら、地域の中で取り組んでいる

状況等も話しております。 

 それから、併せて紹介ということで、今、市役所の１階ホールに伝統芸能のパネル展を行っ

ておりますけど、この分の紹介をしております。 

 それから、武雄市民遺産の進捗状況ということで、これは６月の議会でも質問があっており

ますけど、これについては、現在、各制度の動向などを調査しているという段階の報告をして

おります。 

 それから、３項めに教育環境の整備、これについては、特に新幹線開業に伴って、いろいろ
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通勤・通学者、移住・定住等の方々が増えるということで、教育環境の整備をどう考えている

のかということで目指す方向性を問われております。 

 現在、ＩＣＴ教育に積極的に取り組んでおりますので、武雄市の教育委員会もそれをそのま

ま継続しながら、全ての児童・生徒の学習機会が境遇や環境に左右されることがないよう、ソ

フト、ハード面において整備、充実に努めていきたいという回答をしております。 

 それを受けまして、特に学校トイレの洋式化の整備についての質問のほうに流れておりまし

て、特に洋式トイレの普及率の、これは全体的な普及で、小・中学校の平均で 52.2％となっ

ております。これについては各小・中学校 16 校ございますけれども、その中で、それぞれの

児童・生徒数によってばらつきがあるということで、これは平均の数値を報告しております。 

 今後、やはり生活環境の様式も多様化している中で、学校の規模に合わせたトイレの整備、

洋式化を計画的に進めていくということで、現在の基本的な考え方は、大規模改造工事に合わ

せて整備をするという考えですけれども、そういう状況の様態によっては変えていくという答

弁もしております。 

 それから、５項めに国葬の対応です。これについて、国のほうから国葬について特に指示は

あっておりませんけれども、学校に弔意を強制しないのかということで、そういう問いがあっ

ております。これについては、弔意表明に関する要請等はあっておりませんので、教育委員会

としても特段の予定はないという回答をしております。 

 ６項めに、金融知識の啓発ということで、特に金融教育について、これがやはり必要ではな

いかということで、一定の世代については、貯蓄は美徳という形が戦後一貫として教育されて

おりましたけれども、現在では学校においての金融教育の実態と、それから、その教育を受け

ていない世代がおりますので、そこについての社会教育としての啓発関係を行ってほしいとい

う要望についての回答をしております。 

 それから、７項めについては学校でのマスク着用ということで、先ほども教育長のほうから

話がありましたけれども、特に登下校時や体育などで可能な場合は極力マスクを外すように積

極的に指導を行ってほしいという質問があっております。これについても、今、校長会等を通

じて、先ほどの状態の中では熱中症対策も踏まえてマスクを外すように指導しているという回

答をいたしているところでございます。 

 それから、８項めはＡＥＤの設置についてです。ＡＥＤの設置については、現在、市立の

小・中学校、それから、文化会館でどういう場所に設置されているのかという質問に対して、

小・中学校については特に屋内、職員室付近、それから、体育館の中に設置をしておりますと

いう回答に対して、特に緊急的になった場合については、窓ガラスを割ってＡＥＤを取らない

といけないということで、そこに窓ガラスを割るという、公共物を割るということにちゅう

ちょするんじゃないかということで、ここについては張り紙等でちゅうちょなく割って、それ

を活用できるように対応してほしいということで、これについて早急に対応したいという回答

をしております。 
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 それから、９項めは文化会館の駐車場についてです。現在、不足の状況がないのかというこ

とで、駐車場について、不足については、今年度新文化施設エリアについての基本計画を策定

していく予定ですので、その中で駐車場についても検討していくという回答をしております。 

 それから、最後、子育て支援について、子育て総合支援センター、これは北方町のほうにご

ざいますけれども、そこでの子育て支援事業についてのソフト面、これは事業紹介をしており

ます。 

 以上でございます。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 皆さんも議会一般質問等のテレビ視聴等もされたと思いますが、今、部長さんから詳しく質

問内容、答弁内容を御説明いただきましたが、この件について聞いてみたいなとかございまし

たら、どうぞ、E委員さん。 

○E委員 

 直接教育委員会関係の質問ではなかったんですけれども、駅のトイレ、北方とか高橋とか、

利用の少ないところはＪＲがトイレを閉鎖しているということで、高校生をはじめ、通勤・通

学に使っている子どもたちも含めて、非常に苦慮している部分があると思います。県の東部地

区、鳥栖辺りでは既に真剣な協議が始まっていて、解決に向けて動いているところもある中で、

武雄市の答弁を聞いていると、ＪＲと引き続き協議会しますという、何か本気度といいますか、

教育委員会ではありませんけれども、市長部局ではありますけれども、ちょっと進捗状況が市

民としては見えない。高校生も非常に困っていると。関係者の話によると、仕方ないから電車

に乗ってから済ませてくださいという声も聞こえてくるぐらいで、本当に真剣に考えているの

かというところがありますので、教育委員会は予算を持っているわけじゃありませんけれども、

教育委員会でも子どもたちが困っている現状があるので、教育委員会でもこういう声が上がっ

ているということをお伝えいただきたいと思います。これは要望です。よろしくお願いいたし

ます。 

○こども教育部長 

 分かりました。 

○教育長職務代理者 

 テレビでちょっと放映があって、鳥栖の高校生がそういうボランティア活動をやっていると。

武雄市にも４つかそういう駅があるそうで、それは同じ武雄市内の高校生を含めて、子どもた

ちが使ったりする、一般の人もですね。ぜひどこかで話題にしていただければありがたいと思

います。 

 こども教育部長さんからの報告はよろしいですか。どうぞ、F委員。 

○F委員 

 教育委員会とは関係ないかもしれないですけど、新幹線開業で通勤・通学者が増加してとい
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うことが質問されていますけど、通勤・通学者の方が博多とか長崎に行く方に、定期券を半額

補助するというのは新聞で見たんですけど、移住者を促進というので有効なんだろうとは思い

ます。 

 一方で、高校生は在来線を利用されていて、そちらは新幹線が通ることによって、ちょっと

高校生とお話ししたら、在来線の利用が不便になるんじゃないかというのを心配されていて、

そういう市外から出る、佐賀市とか鹿島市にも高校生は行っていると思うんですけど、そうい

う高校生への補助みたいなのは検討されていないのかなと。教育委員会の話ではないと思うん

ですけど、ちょっとお伺いしたいんですが。 

○こども教育部長 

 先ほどの新幹線開業に伴って、特に在来線の利用者についての補助というのは、今回の議会

でそういう提案はなされておりません。 

 現在、移住・定住政策の中でのこの補助事業の予算化で、今後そういういろいろな利用実態

等、特に在来線、特に周辺といいますか、沿線の、武雄の子どもたちは武雄だけじゃなく、ほ

かのエリアのほうにも通っておりますので、その辺りについて、教育委員会としてもそういう

状況ですね、交通政策するところもございますので、こちらのほうに伝えていきたいと思って

おります。 

○教育長職務代理者 

 よろしくお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 ほかよろしいですかね。まず、D委員さんのほうから。 

○D委員 

 金融政策について、金融知識の啓発ということで御質問があった際に、中学校や公民分野で

金融教育を実施してきたとありますが、今の中学校とかではどういった金融教育が実施されて

いるんでしょうか。 

○教育長職務代理者 

 はい、どうぞ、課長さん。 

○学校教育課長 

 中学校では、家庭科と、あと社会公民で取り扱うようになっております。詳しくは…… 

○教育長職務代理者 

 フォローをお願いします。はい、どうぞ。 

○新たな学校づくり教育監 

 金融商品に関しての知識は家庭科でやります。クレジットの取扱いとか行いますし、社会科

では、いわゆる会社の成り立ち、株式会社でありますとか有限会社でありますとか、そういう

ふうな会社一般の形などを取り扱うことにしています。中学校の段階で株式投資の話とか、そ

ういうふうな金融商品の話は出てくることはありません。そのことは高校に入っての金融の授
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業に入ってくるということになっております。平たく言いますと、小学校、中学校で全般的な

経済の流れ、それから、消費者知識というものを中心に勉強するという形になっております。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。場合によっては高校に行けない子どもたちもいるわけだから、中学

校で最低でも 18 歳からそういうものができるようになったわけですので、高校に行かない子

にとってみたら、中学校の学びしか情報はないので、その辺は課長さんから中学校の校長先生

方に積極的にお願いしておきます。 

 よろしいですか。先ほどの件ですかね。 

○文化課長 

 伝統芸能の秋の奉納の状況ですけど、あくまで保存連絡協議会に加盟している 19 団体のう

ち、奉納を行う団体が６団体ということで、そのほか全て中止です。奉納するところも演目の

削減、人数の削減、時間短縮、はやしのみとか、そういったところで、特に子どもが参加する

部分が、どうしても披露するためには練習が必要なんですけど、練習のために集まることがで

きないといったところが一番頭を悩まされております。 

 あと流鏑馬のほうは黒髪と武雄とされますが、黒髪のほうも子どもに関する部分は除くとい

うところと、武雄のほうは一応完全な形でしたいという思いはあられますけど、ちょっと子ど

もの部分は検討していくといったところと聞いております。 

 後で行事予定のほうで御紹介しようかな思ったんですけど、10 月 16 日、佐賀市文化会館で

開催される佐賀県伝承芸能祭に山内町の立野川内の虎浮立が出演をされます。一応披露のほう

は２時 10 分の予定ということで、よろしかったら応援していただければと思います。 

 武雄市の伝統芸能も毎年行っておりましたが、ここ３年、ここで４年目ですかね、できてい

ない状況です。それも同様の理由で、どうしても練習ができないといったところで、どこでも

伝承のためにはしていかんといかんというのは皆さん思っておられますけど、どうしてもそこ

が伴っていっていないということで、何か工夫をしなればといったところの思いはあられるの

で、市としても連携を取って、ＰＲのほうをですね、今はパネル展をしていますけど、そう

いったところで、できるだけまずは伝統芸能を知ってもらうといったところは継続していかな

ければならないというふうに思っております。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 早速ありがとうございました。 

 C委員さん、いいですか。教育長さん言われましたけど、この点は町民体育大会もそうです

が、本当に子どもたちが知らないと。これが伝承にならなくなったら、継承しても、次の世代

を育てながらつなげていくというのが多分本来の趣旨だろうと思いますので、いろんな工夫を

しながら、ＤＶＤとか見せながら、学校もなかなか忙しくて、学校独自で取り組むというのは
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難しいのかも分かりませんけど、ぜひつなげていただければありがたいなと思います。すみま

せん。司会しながら手も挙げんで、申し訳ありません。 

 それでは、もう一つありますか。D委員さん。 

○D委員 

 さっきのウイルスの名前を思い出したので、ヒトメタニューモウイルス。ＲＳウイルスの一

種らしいです。特に幼児がかかる、大人もかかるヒトメタニューモウイルス。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 それでは、前のほうの報告でちょっと時間を取ってしまいました。申し訳ありません。 

 それでは、先に参って、５番の議事、【公開】のほうにまず入っていきたいと思います。 

 資料のほうで、まず(1)提出議案ということで、２ページのほうになります。 

 第 13 号議案 武雄市保育所等給食費支援事業費補助金交付要綱についてということで、こ

ども未来課長さんのほうからよろしいですか。はい、どうぞ。 

○こども未来課長 

 第 13 号議案について御説明いたします。 

 資料は２ページから 16 ページになります。 

 この要綱の趣旨でございますが、第１条にありますように、原油価格、物価高騰等を背景に、

子育て世代の負担軽減及び給食の質・量を維持するため、保育所、認定こども園、地域型保育

事業所に対し補助金を交付するものでございます。 

 補助金の交付額につきましては、資料の５ページ目にありますが、「別表に定める補助基準

額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額」となります。 

 また、補助金の交付対象期間は令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までとなります。 

 予算につきましては、６月議会で補正予算を可決いただいておりまして、県の補助金交付要

綱に基づき、本要綱を定めているところでございます。 

 なお、要綱につきましては、市長部局作成のため、総務課へ制定の手続を行います。 

 説明は以上でございます。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 ２ページから５ページぐらいについては、今の趣旨も含めた提案であったと思います。年度

内、令和５年３月 31 日までの補助金交付についてでした。 

 何かこの件について。なかなか難しい点もある。D委員さん、特別にないですか。 

○D委員 

 ありません。 

○教育長職務代理者 

 それでは、承認を取っていきたと思います。 
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 第 13 号議案 武雄市保育所等給食費支援事業費補助金交付要綱について、賛成の教育委員

さんは挙手のほどをよろしくお願いします〔賛成者挙手〕。 

 ありがとうございます。全員賛成ということで承認されました。 

 続いては、報告事項に入っていきます。20 ページになります。 

 報告事項の①は史跡おつぼ山神籠石保存整備検討委員会委員の委嘱についてということで、

何か説明がございますか。総務課長さん。 

○教育総務課長 

 補足になりますが、この委員さんの委嘱は、委員さんの交代によるものです。 

 なお、任期は令和４年２月に教育委員会で協議していただいたように、「委員の任期は、委

員の委嘱の日から保存整備が終了する日までとする」ということになっております。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 期間の委嘱、任期については、上に書いてあるような形で、古川さんに委嘱されるというこ

とで報告に代えます。 

 続いて、図書の選書について。21 ページからも書き上げていただいておりますが、前もっ

ての配布もあったかと思います。 

 何か教育委員さんのほうからちょっとお尋ねしたいような内容、最近は今朝の新聞にも幾ら

か、どっかの働きがあったのではないかという図書の購入のことで載っていましたが、何かお

尋ねしたいことはございませんか。館長さん、何か補足とかはございませんか。 

○図書館・歴史資料館長 

 ありません。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 じゃ、選書について、御了解いただいたものとして、先に進みます。 

 ③各課等からの行事報告ということで、図書の次、36 ページから教育総務課からですが、

何か補足等ありましたら、まず教育総務課さん。 

○教育総務課長 

 まず、10 月９日のたけおっ子フェスタについてなんですが、今日、資料をたけおキッズウ

イーク、たけおっ子フェスタ、あとたけおっ子の主張の実施要項ということで配付をさせてい

ただいております。たけおキッズウイークは７日から 10 日までということで、両面催し物等

を企画政策のほうで作成しております。 

 次に、たけおっ子フェスタですが、10 月９日日曜日に文化会館の大ホールホワイエのほう

で開催をしまして、大ホールのほうでステージイベント、９時ぐらいから、小学校５校と中学

校、高校、のぞみ幼稚園さんのほうにたけおっ子の主張の部、あと団体発表の部ということで、
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この飛翔倶楽部たけお、ミキバトンチーム、あと山内中と北方中の合同での吹奏楽部の演奏等

があります。あとホワイエのほうでも新幹線開業記念武雄よかとこＰＲポスターコンクールの

絵の展示をしております。これは今年は有観客にしておりまして、ケーブルワンで収録、放映

を予定しております。 

 あとたけおっ子の主張の実施要項につきましては、後で生涯学習課のほうから説明をします。 

 すみません。１０月の定例教育委員会の日をさきにメールでお送りしておりましたが、10

月 19 日にお願いをしているところです。理由としましては、12 月議会が、12 月 11 日告示予

定の市長選挙の関係で、例年より開会が早くなる予定です。教育委員会で決定しなければなら

ない議案があり、予定より１週間前倒しでお願いをしたいと思っております。 

 また、こども会議ですが、大体教育委員会とこども会議は一緒にするようにしていたんです

が、こちらの 10 月の定例教育委員会を１週間前倒しにすることにより、市長の予定もあるん

ですが、そのまま 10 月 26 日でお願いしたいということで、教育委員さんにつきましては、

ちょっと申し訳ないんですけど、２週続けてになりますけど、10 月 19 日が定例教育委員会、

10 月 26 日がこども会議、13 時 30 分からの予定をお願いしたいと思います。 

 あと 10 月 31 日の市町村教育委員会研究協議会につきましては、さきに議案と一緒に資料を

お送りしておりましたけど、詳細につきましては、定例会終了後に決めたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 教育総務課からは以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 たけおキッズウイークの 10 月７日から 10 日までの資料と、その間のたけおっ子フェスタ、

10 月９日については、別紙で資料がカラー刷りであったかと思います。そこでのコメンテー

ター的な話も終了後にされるということでありますので、まず用紙を見てください。 

 あと予定のほうで２つ変更というか、確定がしたところがあります。10 月 26 日水曜日の定

例教育委員会が１週間早まって 19 日の水曜日、そして、10 月 26 日はこども教育会議という

ことで、２週続くということでの行事予定でございます。 

 あと全体してからいいですか。今この時点で何かお尋ねしたいことはありますか。また後で

ありましたらお願いします。 

 ほかの関係課、生涯学習課。 

○生涯学習課長 

 第４回たけおっ子の主張の実施要項のほうを御覧ください。 

 今年度は西九州新幹線開業ということもありまして、ちょっと発表テーマについて設定をし

ております。４に「発表テーマ・内容」とございますが、「②中学校・高等学校：武雄市の未

来・新しい武雄・まちづくり・新幹線の話題」ということで、今年度のみテーマ設定をさせて

いただいております。 
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 その１つ上になりますが、「①小学校：自由（ただし、武雄市の未来・新しい武雄・新幹線

の話」で終わっておりますが、すみません。「新幹線の話題も可）」でございます。小学校のほ

うには選んでいただくようにしております。 

 コメンテーターについて、また今年度も教育委員の皆様からお二方お願いしたいと思ってお

ります。特に順位をつけるものではなくて、出場者について褒めたりとかしていただくような

コメントを書いていただくコメンテーターという位置づけになっております。昨年度はC委員

とE委員のほうにお願いをしております。現在考えている集合時間といたしましては、８時 15

分集合で、コメンテーターのお仕事が終わるのが 10 時半ぐらいというふうに考えております。 

 詳細については、後ほど文書のほうを送らせていただきます。 

 以上でございます。 

○教育長職務代理者 

 ちょっと私が早合点しておりまして、すみません。申し訳ありません。また後で話合いもあ

りますが、教育委員さんたちも、私が手を挙げようと思って、ちょっと考えてください。 

 ほかに。どうぞお願いします。 

○新たな学校づくり推進室長 

 行事予定のほうで 40 ページになりますけれども、10 月４日にＩＣＴオープンデー、川登中

学校が入っておりましたけれども、この分が先生たちの出張が多いということで日程の変更を

しております。川登中学校のＩＣＴオープンデーは 11 月８日に変更したいと思っております

ので、また詳細等が決まりましたらお知らせしたいと思っております。よろしくお願いします。 

○教育長職務代理者 

 11 月８日は火曜日。武雄中学校の学校訪問と重なる。 

 はい、どうぞ。 

○文化課長 

 行事報告ではありませんが、重要文化財武雄鍋島家洋学関係資料保存活用計画（案）につい

て御報告させていただきます。 

 お配りしております保存活用計画【概要版】のほうを御覧ください。カラーの分です。 

 この計画の策定に当たりましては、当該文化財の恒久的な保存と保存管理、さらに、活用に

関する方針について助言を求めるために、有識者５名の委員により策定委員会を設置し、７回

にわたり多面的な検討、審議を重ね、計画書（案）として取りまとめたところです。 

 １ページ目のほうを御覧ください。 

 この資料は、武雄領主であった鍋島家に伝わった全 2,224 点から成る一大資料群であり、我

が国の幕末期の西洋技術、科学技術の受容史において、また、軍事技術、兵学の発達史におい

て貴重なまとまった資料群に位置づけられ、平成 26 年８月 21 日に国の重要文化財に指定され

たところです。 

 計画策定の目的ですが、この資料の適切な保存管理を行い、さらには、市民や観光客が蘭学
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に親しめるような事業を展開し、武雄市のまちづくりに活用していく取組を市民と協働で進め

るものであり、「蘭学のまち 武雄」「武雄と言えば 蘭学」のまちづくりを進めることを目的

としております。 

 計画の期間は令和５年度から５年間としております。 

 ２ページ目のほうには３つの基本方針と施設に関する基本方針を定めております。 

 １つ目は、資料を積極的に公開・活用できるように資料の整理・調査を行うとともに、広く

情報を発信し、蘭学、洋学研究の拠点化を目指すとしております。 

 ２つ目は、資料の保存環境の整備や修理を適切に行い、先人たちが守り、伝えてきた地域の

大切な資料を次世代に伝えるとしております。 

 ３つ目は、資料の展示や公開のほか、教育や観光で積極的に活用を図るとしており、資料の

価値や魅力が受け入れられる基盤づくりを進めることで、市民と観光客の交流の意欲を高める

など自発的な行動につなげるとしております。 

 施設に関する方針につきましては、デジタルでの活用を工夫するなど、現施設の有効活用を

図ることで対応していくこととし、中・長期的には、武雄市公共施設等総合管理計画に基づき、

次の個別施設計画の中で課題の解決を図るための整備方針について検討することとしておりま

す。 

 ３ページ目のほうを御覧ください。 

 具体的な取組については、大きく分けて適切な保存と適切な活用の２つに分かれます。 

 保存につきましては、資料の管理、保存環境の整備、計画的な修理を行うことで、資料を次

世代へ正しく伝えていくため、統一的、安定的に管理していくこととしております。 

 活用につきましては、公開、学術的活用、教育活動、観光面など積極的に活用を図っていく

こととしております。 

 なお、本遍につきましては、市ホームページ、武雄ポータル、市からのお知らせに「パブ

リックコメントを実施します」ということを掲載しております。 

 公表資料として、ＰＤＦファイルを掲載しておりますので、よかったら御参照ください。 

 今後のスケジュールですが、今日から 10 月 20 日までパブリックコメントを行い、市民の皆

様に御意見を聞いた上で、最終的な計画として決定します。 

 この計画につきましては、文化庁の補助金を活用していることから、最終的には文化庁の認

定を受けることになりますので、計画決定後、文化庁へ申請することになります。 

 鍋島家保存活用計画については以上でございます。 

 行事予定の 42 ページの文化課、44 ページから 45 ページの図書館・歴史資料館の行事予定

の中に西九州新幹線開業に関するイベント情報を掲載しております。別途イベントチラシをお

配りしておりますが、文化課、図書館・歴史資料館では、この開業を記念し、新幹線開業の機

運醸成を目的として様々な文化イベントを計画いたしました。９月 23 日、あさってからの特

別企画展「新風颯走 かもめ翔ぶ」を皮切りに、10 月８日、９日の「Rail＆Art2022 イン武
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雄」、また同時開催の佐賀大学生のアートイベント、あと 10 月 14 日金曜日の武雄市図書館・

歴史資料館の鉄道の日イベント、10 月 22 日土曜日の「しんかんせんコンサート」といった

様々な文化、芸術、歴史に関するイベントとなっております。 

 御多忙と存じますが、御来場、御参観賜りますようお願いいたします。 

○新文化会館準備室長 

 引き続き文化課より、行事予定の 42 ページの分を含めて、新文化施設エリア整備の分につ

いて御報告のほうをさせていただきたいと思います。 

 今年度基本計画の策定をいたしますけれども、現在、委託事業者でありますシアターワーク

ショップさんと一緒に計画策定のほうを進めているところです。 

 計画策定に当たりまして、学識経験者、地域住民、文化関係者など、市民の代表 12 名で構

成をいたします新文化施設エリア整備基本計画策定委員会というものについて、現在、２回の

会議を開催しているところです。８月 23 日に２回目の会議を行いまして、こちらで文化会館

の利用者ニーズ等の確認、文化会館の課題や状況整理等を行い、コンセプトについても検討を

行ったところです。第３回については 10 月 17日に開催を予定しております。 

 こちらの会議録について、市のホームページ、ポータルのほうと、新文化施設エリア整備を

始めますということで、最初のトップページにバナーのほうを作成しておりますので、こちら

のほうを御覧いただきたいと思います。 

 また、こちらの策定委員会の検討に加えまして、市民の皆様の御意見を伺いますワーク

ショップについて、現在第３回まで開催をしております。こちらについても瓦版という形で、

同じくホームページのほうに掲載をしておりますので、御覧いただきたいと思います。 

 また、文化団体の方を対象といたしました座談会というものを８月 22 日に開催を行ってお

りまして、多数の団体の皆様に御参加をいただいております。また、御意見をお聞きするため

に、アンケート調査も現在実施しているところでございます。 

 このほかにも武雄町民の方を対象といたしました新たな武雄公民館を考えるワークショップ

について、１回目、先日９月 18 日に予定をしておりましたけれども、こちらは台風で延期と

なりまして、現在、10 月 16 日より１回目を始めまして、３回の実施を予定しているところで

ございます。 

 このように様々な方から御意見を賜りながら、基本計画の中に反映をさせていきたいと考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 イベントなりワークショップなり説明をいただきましたが、資料等を見ながらでも結構です

が、何かお尋ねしたいような、すみません。ほかの課は全部聞いてから、ほかよろしいですか。

今までずっと御説明いただいた４つぐらいの課から出たことについて、教育委員さんのほうか

ら確認、お尋ねしたいことはございませんか。よろしいですか。B委員さん。 
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○B委員 

 説明の中にもなかったことかもしれませんけど、例えば、９月 18 日に台風で延期になった

という第１回武雄公民館を考える市民ワークショップというのが書いてあるんですけれども、

教育長のほうも９月 18 日やったですかね、何かその行事が上がっていたように思うんですけ

れども、武雄公民館というのが市民となっていたり、町民ワークショップとなっていたり、こ

の武雄公民館というのが武雄町のことなのか、武雄市全体のことなのか、その辺りが非常に、

現在も武雄市中央公民館とかもありますよね。武雄町と市との関係というか、その辺りはどの

ようになっているのでしょうか。今後もどのような考え方をすればいいのかなと思って質問で

す。 

○教育長職務代理者 

 お願いします。 

○新文化会館準備室長 

 今回、新文化施設エリア整備をしていくわけですけれども、現在の文化会館の中に武雄公民

館のほうがございます。武雄公民館についても、文化会館を今回整備していく上で同じく考え

ていくわけですけれども、その中で文化会館の全体的なところで文化会館、新文化施設という

ことで考えていくわけです。その中に武雄公民館を同じ敷地に整備を図っていくとなっており

まして、そういうことで、市民ワークショップというのが新文化施設エリア全体の御意見をお

聞きすることになっております。町民ワークショップについては武雄公民館の部分をお聞きす

るということで、すみません、資料が 42 ページの部分ですね。18 日は「武雄公民館を考える

市民ワークショップ」とあります。すみません。こちらが「町民ワークショップ」ということ

で、武雄町民の方を対象としたワークショップとなっております。申し訳ございません。訂正

をお願いしておきます。 

○B委員 

 そしたら、武雄町民の公民館のことを考えるのと、武雄市全体の公民館というのも別に現在

もあるんですよね。 

○教育長職務代理者 

 中央公民館と使っている、文化会館、その区別あたりをもう少し教えていただきたい。 

○生涯学習課長 

 現在の文化会館の施設の中にといいますか、ほぼホール等以外は中央公民館でもあるという

今位置づけになっています。 

 実はそういった中央公民館の補助金を活用して建てた施設ということもありまして、文化会

館であり、また中央公民館である位置づけになっています。中央公民館のサークルにつきまし

ては、公民館ということでサークルの利用は無料ということで、たくさんの団体に今御利用し

ていただいているところです。 

 今、御指摘の中央公民館についての整理が実は一番難しくて、文化施設を造る、そしてその
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中に武雄公民館を造るという中で、中央公民館をどう今後整理していこうかというところが非

常に重要なところであって、また難しいところであります。考え方としまして、１つは武雄公

民館に中央公民館の役割を重ね合わせるということと、新文化施設の中にこれまでどおり中央

公民館の役割も重ねるという考え方もありますので、その辺りにつきましては、今後検討しな

がら、また教育委員会のほうにも御報告をさせていただきたいと思っております。 

○教育長職務代理者 

 ちょっと混乱しやすい呼び名があるので、市の職員さんが中央公民館館長という、武雄町は

武雄公民館の館長さんがおられるので、その辺が外部的にはちょっと難しいところがあるのか

なと、B委員さんの質問を聞きながら感じていました。もう少しその辺のことも今後整理をさ

れていくということで、委員さん方よろしいですか。 

 それでは、一応各課からの報告事項は終わります〔「まだいいですか。別なことでよろしい

ですか。感想とか」と声あり〕。各課からの報告事項に対するですね。B委員さんどうぞ。 

○B委員 

 すみません。40 ページ、41 ページ辺りで少し質問とか、お願いとか、感想とか混じります

けれども。 

 ＩＣＴ公開授業のほうには９月に朝日とか若木とか参加させていただきました。非常にいろ

んな取組をされていて、グーグルのクラスルームとかジャムボードとか、そういうのに取り組

んで、一目瞭然子ども全体の考えが分かるとか、そういうことで、自分自身がほかの子どもの

意見と比べられるとか、非常に学習がプラスのほうにうまくいったりして取り入れられている

なということも思ったりしています。特に低学年とかはそれを利用したり、ワークシートとか、

高学年もですけれども、両方扱うことによって書くとか、聞くとか、いろいろなやり方を効果

的に必要に応じて取り組んでいくということがよくできていると思いますし、それをさらにど

ういうやり方がいいのかなということを検討しながら進められていくのではないかなと思って、

学校のほうでもいろいろと考えておられるなという感想です。少しですけれども、一応お伝え

しておきたいと思いました。 

 それから、次の 41 ページの生涯学習課のほうで、８月 25日とか 10 月 27 日とか、公民館長

主事会というのがあって、９月 21 日には公民館主事会とか、こういうのがたくさんあるんで

すけど、「長が」入ったり「長」が入っていないのは、主事さんだけのもあるということで理

解をよろしいでしょうか。まずそれが質問ですけれども、公民館の主事さんとか、公民館に対

してのお願いというか、御指導をお願いしたいという部分がちょっとありますので、それも含

めてよろしいでしょうか。 

○教育長職務代理者 

 ２点目の公民館長主事会と公民館主事会を。 

○生涯学習課長 

 ９町の公民館の館長さんと公民館の主事が両方とも出席いたしますのが館長主事会でござい
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ます。２か月に一遍は主事だけが集まる公民館主事会のほうを開催いたしております。 

○B委員 

 ああ、そうですね。 

 それで、続けてよろしいでしょうか。 

○教育長職務代理者 

 どうぞ。 

○B委員 

 町によっても随分違うところがあると思いますけれども、公民館のほうでは各種団体の支援

とかもいろいろなされていると思います。それで、お願いになるんですけれども、連絡とか相

談、確認とかが十分できていないところもあって、それにつきましては、各種団体の支援をし

て協力とかもしてもらうと非常にありがたいわけですけれども、その辺の連絡相談というか、

その辺りをしっかりしてほしいということをそういう場で伝えていただけないかと思って、

ちょっとお願いしたいところでした。 

○教育長職務代理者 

 連絡手段。 

○生涯学習課長 

 各団体への支援というのは非常に重要だと思っておりまして、当然各種団体のほうにいろん

な連絡とか、必要に応じては団体間の調整とか、そういったものは十分必要なことだと思って

おりますので、館長主事会とか、もしくは主事会の中で、現在どのような連絡調整のやり方を

しているかというのを確認いたしまして、よりよい方法でするようにいたしたいと思います。 

○B委員 

 よろしくお願いします。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。 

 最初のＩＣＴは、若木小学校や朝日小学校の評価とともに、要望、低学年あたりへのという

ことですので、そこは今後に生かしていただければありがたいかと思います。 

 よろしいでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 先へ進みます。 

 

＝ 非公開 ＝ 

 

７番、次回の開催日程は先ほど教育総務課長さんも言われましたように、次回は 10 月 19 日、

１週間早まりますので、お間違いのないように教育委員さんお願いしておきます。15 時、４

階の会議室になります。 

 その他も併せて出しましたので、終わります。 
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 今日はすみません。ちょっと 30 分以上予定よりも長くなってしまいました。この後、また

ちょっと事務連絡等々ありますので、委員さん方はお待ちいただいて、執行部の皆さんについ

ては、本当に水害から台風、そして今度は新幹線と、入れ代わりシャツを替えたりされている

部長さんや理事さんや課長さんたちがおられるんじゃないかと思いますけど、次は新幹線に向

けて、お体をあんまり無理をされないように、我々教育委員もいろいろちくちく言って胃の痛

い方もおられるかも分かりませんが、今後とも一緒に武雄市の子どもたちのためにやっていき

ましょう。 

 以上で９月の定例教育委員会を終了いたします。長時間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

午後４時 40分 閉会 


